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Year-end and New Year 

１．２０２４（Ｒ６）年は、私・浦田にとって、６０年に一度の甲辰（青龍の年）に当たって

いました。 

 甲辰の運勢は、これまでの努力が広く認められ運気はこれまた絶好調になる、とか。 

 そこで、調子に乗り、元旦には、趣向を変えて、奈良県橿原に駆け付け、初代天皇とされる

「神武天皇陵」に初詣をしております。 

 もっとも、その帰途には能登半島地震（マグニチュード７．６）のニュースを聞き、この年

は何か大きなことが起こりそうだとの予感を持ったものです。 

 案の定、後記のとおり、日本を含む国際政治においていくつかの地殻変動が起き、民主主

義の危機が叫ばれたりしており、例えば、韓国に至っては、大統領が非常戒厳の宣布をし

たかと思うと、国会による解除要求決議と弾劾決議、内乱罪の告訴と捜査という考えられ

ない事態が起きています。 

  もっとも、私個人としては、甲辰の運気どおりのままに推移し、念願の収穫もあり、い

つになく素晴らしい年を送ることができています。 

 まこと万謝、万謝です。 

 

２．ところで、国内外には、あちこちで、対立と分断が生じており、格差や不信の連鎖が起き

ています。 

 世界は、アメリカ経済の減速、中ロ朝の新枢軸、グローバルサウスの台頭等があり、旧来

の秩序が揺らぎ始め、戦争の足音が近づいたりもしています。 

 日本はといえば、ＧＤＰの後退が止まらず、人口の減少（人手不足）、円安の克服、再生可

能エネルギーその他が大問題になっています。 

ＡＩ時代を迎え脱炭素のこともあります。 

  それと、「選挙イヤー」が続き、イギリス、フランス、カナダ、インド、韓国、そしてア

メリカでは、政権与党が倒れたり与党議員減の動きが起きたりしています。 

 日本もまた然り―自公政権は先の衆議院総選挙で過半数を割りました。 

  

３．総選挙の結果は、政治とカネを巡る問題の影響があるものの、その一方で、若者の選挙

行動に新しい波ができつつあることは、注目すべき現象といえそうです。 

  一つ残念に思うのは、司法の審査を避ける目論見（責任逃れ）があって、我が国にはい
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まだ「政党法」が制定されておらず、政党や政治家に対するガバナンスが欠如しているこ

とになります。 

 抜け道を使った裏金問題もこのことと無関係ではありません。 

 「政党法」の制定については、私も、これまで、及ばずながら、雑誌に書いたり岐阜ラジオ

で言及したりしてきました。 

 

        自分が変わらなければ、何も始まらない。 

その連携が時代を変える力にもなる。 

あるいは、中国が衰退し、日本が復興することだって有り得

ることです。 

そう信じて、世界秩序が変わる新年を乗りきることにしませんか。 

 

弁護士 和田 恵 

謹んで新春のお慶びを申し上げます。 

旧年中は格別のご厚誼にあずかり，心からお礼申し上げます。 

令和６年 10月 9日、「袴田事件」の再審無罪が確定しました。 

岐阜県弁護士会が取り組んできた、再審法改正の実現に向けて 

大きな弾みとなりそうです。 

様々な変化に対応できるよう日々精進したいと思います。 

本年も変わらぬご指導を賜りますようお願い申し上げます。 

 

 

弁護士 磯谷太一 

フィルターバブルという言葉をよく耳にするようになりました。アルゴリズムがネット利用

者の検索履歴等を分析（プロファイリング）することで，利用者の意思にかかわらずその者

にとって見たい情報が優先的に表示されてしまい，自身の興味のある情報だけにしか触れら

れなくなってしまうことを，フィルターバブルというようです。 

ＡＩを用いたプロファイリングは米大統領選挙でも用いられたと話題になりました。ＳＮＳ

で収集した情報に基づき有権者をいくつかのグループに分け，グループごとに最適な広告を

流すことで，投票行動に大きな影響を与えたとのことです。 

私が関わっている消費者法の分野では，個人の購入履歴等を分析して広告を流すことの是非

が議論されています。個人の好みの分野の広告が流れることはむしろ便利ではないか，効果

的な広告を流すことは正当な企業努力ではないかという意見がある一方で，脆弱性を突いた

広告（騙されやすい人や時期を狙ったもの）が流される危険性などが指摘されています。 

ＥＵではＡＩの法規制の動きが進み，例えば企業の採用活動にＡＩを用いることには制限が

あるようです。先日，日本でもＡＩに関する法制度の検討が始まったとの報道がありました。

ある憲法学者は，ＡＩが個人の内面に介入してきた現在を，ルネサンスや宗教改革以来の転

換点であると言っています。ＡＩが今後，私たちの生活にどのような影響を与えていくのか，

これに対して法規制が検討されていくのか，注視していきたいと思っています。 

 

次回案内 

岐阜放送「ぎふチャン」  

浦田益之の言われてみれば… １月２２日（毎月第４水曜日午後４時５分から） 


